
　
情
報
公
開
制
度
は
、
市
が
保
有
す

る
情
報
の
公
開
を
求
め
る
市
民
の
権

利
を
保
障
し
、
透
明
で
開
か
れ
た
市

政
を
実
現
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た

制
度
で
す
。

　
個
人
情
報
保
護
制
度
は
、
市
が
保

有
す
る
個
人
情
報
の
適
正
な
取
扱
い

を
定
め
る
こ
と
で
、
市
民
の
権
利
利

益
を
保
護
し
、
市
民
の
皆
さ
ん
が
自

分
の
情
報
の
開
示
、
訂
正
な
ど
を
求

め
る
権
利
を
保
障
す
る
制
度
で
す
。

　
平
成
30
年
度
の
市
政
情
報
の
公
開

請
求
︵
申
出
︶
、
個
人
情
報
の
開
示

請
求
な
ど
の
状
況
は
、
表
１
か
ら
表

４
ま
で
の
と
お
り
で
す
。

▽
問
合
せ
　
総
務
課
法
規
係

　
道
路
に
面
し
た
生
垣
や
庭
木
の
枝

が
伸
び
る
と
、
車
や
歩
行
者
の
通
行

の
障
害
と
な
る
ば
か
り
で
な
く
、
道

路
照
明
や
カ
ー
ブ
ミ
ラ
ー
な
ど
を
覆

い
、
交
通
事
故
の
要
因
と
な
り
ま
す
。

　
山
林
な
ど
で
は
、
樹
木
の
倒
木
や

枝
の
落
下
等
で
、
思
わ
ぬ
事
故
を
招

く
こ
と
に
な
り
ま
す
。
道
路
の
事
故

防
止
と
安
全
対
策
の
た
め
に
、
生
垣

や
樹
木
の
手
入
れ
を
計
画
的
に
行
い

ま
し
ょ
う
。

　
次
の
よ
う
な
行
為
は
、
直
接
通
行

の
支
障
と
な
り
危
険
で
す
の
で
行
わ

な
い
で
く
だ
さ
い
。

　●

路
上
に
商
品
や
置
看
板
を
並
べ
る

　
こ
と

　●

自
転
車
・
バ
イ
ク
な
ど
の
放
置

　●

車
な
ど
の
出
入
り
の
た
め
に
段
差

　
プ
レ
ー
ト
な
ど
を
置
く
こ
と

※
段
差
プ
レ
ー
ト
な
ど
は
、
歩
行
者

　
が
つ
ま
ず
い
た
り
、
自
転
車
や
オ

　
ー
ト
バ
イ
が
乗
り
上
げ
て
転
倒
す

　
る
お
そ
れ
が
あ
り
非
常
に
危
険
で

　
す
。
ま
た
、
道
路
面
排
水
の
妨
げ

　
に
も
な
り
ま
す
。

※
車
の
出
入
り
の
た
め
に
、
Ｌ
型
溝

　
な
ど
縁
石
を
切
り
下
げ
る
場
合

　
は
、
自
費
工
事
と
な
り
ま
す
の

　
で
、
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

▽
問
合
せ
　
管
理
課
管
理
係

　
市
で
は
、
﹁
観
光
・
イ
ベ
ン
ト
情

報
﹂
﹁
子
育
て
情
報
﹂
﹁
防
災
・
防

犯
情
報
﹂
な
ど
、
市
の
情
報
を
ス
マ

ー
ト
フ
ォ
ン
な
ど
で
受
け
取
る
こ
と

が
で
き
る
﹁
あ
き
る
野
市
メ
ー
ル
配

信
サ
ー
ビ
ス
﹂
を
行
っ
て
い
ま
す
。

※
災
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る

　
場
合
な
ど
、
﹁
防
災
行
政
無
線
﹂

　
﹁
あ
き
る
野
市
メ
ー
ル
配
信
サ
ー

　
ビ
ス
﹂
で
随
時
情
報
を
提
供
し
ま

　
す
。

▽
登
録
手
順
・
配
信
情
報
　
図
の
と

　
お
り

※
登
録
さ
れ
た
全
て
の
方
に
﹁
広
報

　
あ
き
る
野
﹂
を
配
信
し
て
い
ま
す
。

▽
問
合
せ
　
市
長
公
室

　
市
で
は
、
市
公
式T

w
itte

r

﹁
あ
き
る
野
市
︵
防
災
・
防
犯
︶
﹂

で
、
防
災
・
防
犯
情
報
、
災
害
・
危

機
管
理
情
報
な
ど
を
発
信
し
て
い
ま

す
。

　
防
災
行
政
無
線
が
聞
き
取
り
づ
ら

い
場
所
や
災
害
事
な
ど
の
際
に
、
有

効
な
市
か
ら
の
情
報
発
信
源
に
な
り

ま
す
。

※
詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　
︵h

ttp
://w

w
w
.c
ity

.a
k
ir

　u
n
o
.to

k
y
o
.jp
/0
0
0
0
0
0
9

　3
9
4
.h
tm

l

︶
を
ご
覧
く
だ
さ

　
い
。

▽
問
合
せ
　
市
長
公
室

（３）　令和元年（2019年）６月15日 あきる野市役所　☎（042）558－1111（代）

フリーダイヤル☎0120－558－540［市内固定電話から利用可（050から始まる一部のIP電話を除く）］、有料ダイヤル☎558－7777（携帯
電話など、その他の電話から利用可）※下校時の放送など定期的に放送しているものを除き、放送の24時間後まで聞くことができます。

防災行政無線放送を
電話で確認できます

情
報
公
開
制
度
・
個
人
情
報

　
　
　
保
護
制
度
の
利
用
状
況

メ
ー
ル
配
信
サ
ー
ビ
ス

　
　
　
　
未
登
録
の
方
へ

大
雨
シ
ー
ズ
ン
前
に

　
　
登
録
し
て
く
だ
さ
い

T
w
itte

r

で
も

防
災
・
防
犯
情
報
を

　
　
　
　
　
発
信
し
て
い
ま
す

安
全
で
快
適
な
道
づ
く
り
に

　
　
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す

表１　実施機関別の市政情報公開請求（申出）件数

表２　市政情報の公開・非公開などの処理件数

表３　実施機関別の個人情報開示請求件数

表４　個人情報の開示・非開示などの処理件数

下のコードからも
市ホームページに
アクセスできます

実施機関

実施機関

区分 公開 一部公開 非公開 取下げ 審査請求

教育委員会

市長

市長

合計

合計

主管課

主管課

件数

件数

企画政策課

総務課

契約管財課

地域防災課

課税課

観光まちづくり推進課

生活福祉課

区画整理推進室

管理課

施設営繕課

教育総務課

生涯学習推進課

市民課

保険年金課

健康課

子ども家庭支援センター

義務的公開

任意的公開

合計

１

５

１

３

１２

１

１

３２

５

１

１

１

６４

５

１

１

２

９

１８

１２

３０

開示

０

一部開示

５

非開示

４

取下げ

０

審査請求

０

１８

１３

３１

２

０

２

０

１

１

３

１

４

※任意的公開…市政情報の公開を請求できるもの以外からの申出に対する公開とあき

　　　　　　　る野市情報公開条例の施行前に作成・取得した市政情報の公開


